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申請に対する処分 ／ 審査基準・標準処理期間  個票（美郷町） 

 

＜個票情報＞ 

所 管 部 署 農政課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3月 31 日 

＜処分の概要＞ 

許認可等の名称 土地への立入等の許可 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第 25 条第 2項 

＜審査基準／標準処理期間＞ 

基 準 規 定 

 

審  査  基  準 

□設定 ■未設定 

未設定理由：将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であ

って、あらかじめ審査基準を設定することは困難 

参 考 資 料 

 

標準処理期間 

■設定  □未設定 

３０日 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 

 


